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in Teacher Education Programs in Post-War period:
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the First Director of the Department of Education of Tohoku University
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Abstract: The aim of this study is to elucidate what kind of curriculum was designed for 
post-World War II teacher education. The focus lies on Tohoku University’s Department of 
Education. I look at the role of the “principle of education” in teacher education program. The 
department is the nationwide organization that was created by the incorporation of normal 
school that is the organization of compulsory teacher training into imperial university. Looking 
the situation in the context of the reform period, the creation of the department represented 
an ideal leader in “teacher training in universities” because the university could provide high-
quality instructor education, and it was based in a research university. The following two points 
were revealed. (1) “Principle of education” was emphasized by requiring rather junior course 
than senior course. (2) Hosoya plan had the feature that it imposes many subjects related to 
teacher teaching on students. In fact, however, the curriculum with many free elective subjects 
was implemented.
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はじめに

　戦後日本の教員養成は，旧師範学校制度の清算に
よって大きくその理念を刷新し，全て大学で行なうこ
ととなる（「大学における教員養成」の原則）。どのよ
うな大学で行なうべきかについては，日本の教育有識
者で構成される教育刷新委員会（以下，教刷委）の議
論からも明らかなように，教員養成を目的とする大学
の是非が問われ，それを軽視する見方ないしは不要論
が基調をなしていた1）。
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　一方，教刷委での議論に先立ち，民間情報教育局
（CIE）と玖村敏雄師範教育課長を中心とする文部省
官僚との間では教職教育の必要性を前提とし，教員養
成を目的とする学校の存続・発展を目指す改革に着手
しつつあった2）。養成制度構築にあたり主導権を握っ
ていたのは彼らであり，幅広い視野や高い学力・教養
が教員にとって大事であるとする意見が多数派を形成
していた教育刷新委員会の学芸大学構想3）とは全く別
の考え方で動いていたのである。
　理念と実態にずれが生じていた中で，多様な大学に
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教員養成の仕手となる機会を保障する「開放制」原則
と，教育職員免許法が規定する一定数の教職科目の必
修化によって養成制度は実現をみた。ただ，同法が定
めたのは最低基準に過ぎず，養成教育の内容や方針に
ついては各大学に一定の裁量権があった。そこにどの
ような創意工夫を施すかが，「大学における教員養成」
に大きく期待されていたといえる。
　上述の状況下で，教員養成教育はいかにして構想さ
れ，現場レベルで体現されたのであろうか。特に国立
大学教育学部の動向は，「清算」の対象になっていた
師範学校を抱えて発足した点で重点的に検討されるべ
き対象であろう4）。戦後教員養成の出発を探る試みは
そう多くなされてない5）が，最新の研究では，教養教
育によって「師範タイプ」を克服するという改革当初
の理念は，カリキュラムや教員スタッフ形成過程で後
退していったとの指摘がある6）。また，複数の教育学
部（学芸学部・学芸大学も含む）で小・中学校の免許
状を取得可能にするような効率的な養成が行なわれた
ことや，小学校教員養成の専門的学修内容に関する発
想の貧困さなど，1949～52年当時の具体的な課題が緻
密に描かれるようになってきた。
　本稿では，先行研究の対象から漏れており，かつ戦
後教員養成史において重要な位置にある東北大学教育
学部に焦点を当てる。その意義については紙幅の関係
で拙稿7）に譲るが要点のみ述べると，同学部は帝国大
学と師範学校が合併してつくられた唯一の組織であ
り，高いレベルの「学問研究」と「義務教育教員養成」
の融合，すなわち「大学における教員養成」を体現可
能な位置にあったためである。また，その位置づけが
教員養成課程の分離独立（宮城教育大学設立）によっ
て失われたのも，注目される由縁である。
　東北大学教育学部は，教員養成史研究の中でトピッ
クとして触れられることは少なくないが，1965年の宮
城教育大学設立までの間，どのような教育が行なわれ
たのかという内実に立ち入った研究はほとんどない。

「大学における教員養成」の実際を丹念にみていく作
業が必要といえよう。
　先の拙稿においては，戦後初期の教員養成体制を調
査分析し，小学校教員養成の文脈からは体制を構築し
ていたとはいえず，宮城師範と東北帝大の分業的色合
いが濃かった点を指摘した。しかし，学部の教育のあ
り方を示す学科課程等の分析には至っていない。別の
拙稿8）では，教育学部学生がどのように授業科目を履
修していたのかを学籍簿から解明している。ただ，他
学部における教科専門科目に絞った分析であり，教職
科目の検討が課題として残されている。
　これらの課題を意識し，本稿では教育内容面に直接

触れるわけではないが，その出発点の追究という意味
で，学部創設の責任者であった細谷恒夫（旧法文学部
教育学講座教授）が学科課程をどう設計していたのか
を，彼が残した学部創設関係資料から分析・考察する。
　後述するように，教育学部の組織は教育教養部（宮
城師範を母体とする）と後期課程に分かれており，今
回主な対象とするのは後期である。教員養成や学部の
構想を練るうえでは４年間を通じたカリキュラム作成
が重要となる。しかし，東北大学の事例においてより
重要なのは，義務教育教員の養成に関し戦前からの連
続性を持つ師範学校よりも，新規参入になる後期課程
での教育であると考える。
　よって，細谷が学部後期課程において教員養成課程
の教職教育をどのように構築しようとしていたのかを
解き明かしたい。なお，分析は教職科目のうち，手始
めに「教育原理」科目に集中して行なう。2017年現在
において「教育原理」は制度的に教職課程に必置の科
目ではない。しかし，新制大学発足時点（1949年）で
は幼・小・中・高校すべての免許取得において必修
と定められており，教職教養を構成する重要な科目と
いってよかった。

１　教育学部創設の背景と史料の概要

　東北大学教育学部の創設は，総合大学での教員養成
の実験という重要な意味を持っていたが，その経緯を
みるに他律的に行なわれたという性格が強い。という
のも，大学に単独昇格を望む宮城師範学校と，師範を
吸収することで学部の水準を下げたくない東北大学
は，双方とも合同での学部創設には反対だったからで
ある。そこに占領政策の流れが加わり，国立大学設置
に関する11原則（1948年７月）に基づいて宮城県は国
立大学一校と決せられた。
　1948年８月頃に始まった合併交渉は難航を極めた
が，細谷は合同での創設を教員の持っているある種の
劣等感を拭い去る好機ととらえ，学生が高いレベルの
学問と研究の自由を享受するような創設理念を掲げた

（細谷構想9））。最終的に前期教養課程を師範側で構成
する教育教養部が，後期専門課程を帝大側が受け持つ
という形で学部組織が構築された10）（1949年４月，東
北大学評議会にて承認）。
　細谷は，宮城師範との交渉を進めると同時に，様々
な文書資料を作成しながら学部の骨組みを作り上げて
いったようである。表１に示すように，1948年以降は
教職課程に関する学科課程基準案が大学基準協会等か
ら出される動きがあり，各大学のカリキュラムもそれ
に影響を受けたと思われる。細谷が最初に学科課程案



表１　細谷文書と教員養成改革関係年表
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表２　教育学部の学科課程（案）
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を作成しているのも1948年からであるし，上述の基準
案が細谷文書にも含まれているからである。彼の教員
養成構想が全く独自のものではなく，外部から何らか
の影響があった可能性も視野に入れ，史料をみていく。
　本稿では，東北大学史料館に所蔵されている①「細
谷恒夫文書」と②教務関係の公文書を主史料とする。
前者は「戦後教育資料総合目録」に挙げられているも
ので，細谷が学部創設にあたって収集・作成したメモ，
私案，所管等からなる。マイクロフィルム本体とそれ
を紙焼きにした冊子版の両方が保管されている。学科
課程（案）を記載しているもの５つのうち，教職科目
について記載している４つを抽出して分析する11）。後
者の綴は正式な名称を「教務関係（二ノ二）昭和27年」
という。それは細谷文書に含まれていない1952年度の
学科課程と履修方法を記す冊子を綴じているため，本
論を進めるに必要だと判断した。

２　学科課程（案）の検討１―小学校
教員養成における「教育原理」―

　本節では，小学校教員養成における「教育原理」の
位置づけという観点から，学科課程（案）がどのよう
な変容をみせたのかを分析する。小学校教員養成に着
目するのは，戦前の制度と比較して，大学で行なわれ
る意義がより大きいとされる12）からである。各学科
課程の教職科目履修基準を示せば次頁表３の通りであ
る。
　まず，「教育学部設置要綱 細谷私案」（1948年８月）
から検討しよう。「私案」は39枚で構成されており，
その中に２つの学科課程案が含まれている。ここでは
史料の綴じてある順序の早い方を「私案Ａ」，遅い方
を「私案Ｂ」と呼称する。
　「私案Ａ」の学科名称には教員養成課程を示唆する
標記はみられないが，「学校教育科」がそれに最も近
いと判断した13）。学校教育科は必修単位として「学校
教育史」や「教育方法論」，「教育制度経営論」などを
挙げているものの，「教育原理」はそれらと異なり選
択単位に設定されている。一方，「私案Ｂ」には「小

学校教育（幼稚園教育を含む）」という学科名が設け
られ，その履修基準では「教育原論」は必修単位数４
としてある。また，表中には記していないが，史料を
確認したところ，中学校教育学科・高等学校教育学科
においても必修単位であった。
　次に検討するのは，「宮城師範学校および宮城青年
師範学校との合併によってできる東北大学教育学設立
の根本方針ならびに教科課程　細谷恒夫氏原案」（1948
年末頃か）である。この「原案」は作成時期が完全に
は特定されていないという史料的制約がある。しかし
ながら，１～４年を通じての単位配当がわかる初出の
文書であるため，無視するには大きい情報といえる。
　「原案」における小学校教諭養成課程の履修基準は，
全体的にみると，それまで見られなかった卒業論文や
小学校の各教科教育が現れるようになり，精密さを増
している。ただ，「教育原理」の名称はあるが第１，２

学年での必修となっている。しかも
「教科課程」と「教育指導及方法」
を合わせた３科目の中から４単位を
選択必修することを求めているた
め，必須の教職教養という位置づけ
は薄れている。なお，「私案Ａ」から
継承されているのは，「教育社会学」
や「教育行政学」を必修科目に定め
ている点である。新規的な特徴とし
ては，「学校管理」を前期課程と後

期課程の両方で必修として課していることがわかる。
　第三に「教育学部後期カリキュラム」（1950年か）
を検討する。この段階になると学科名が正式な「学校
教育学科第一部（小学校教諭養成課程）」となってい
る。「カリキュラム」の大きな特徴は，教職科目の必
修指定が「教育社会学」と「小学校の管理と経営」の
２科目計８単位のみと定められていることである。他
に12単位の履修を課せられているが，それらは自由選
択となっている。後述するが，この事情は免許法の必
修科目が前期教養課程で履修済となる制度の影響があ
り得る。ともかく，「カリキュラム」では教職科目の
必修をほとんど設けない意味で自由度の高い学科課程
となっていた。
　第四に検討するのは，新制大学第一期生が３年次に
進学してくる1951年に使用されていたと思しき「教育
学部後期課程履修方法」である。教職科目の規定は「カ
リキュラム」と同一なので特に分析上大きい意味を持
たないが，前出の「カリキュラム」の内容が実際に運
用されていた可能性を高める史料として挙げておく。
この「履修方法」においても自由選択の必修科目が多
く設けられていることがわかる。



表３　学科課程（案）における小学校教員養成課程の教職科目の設定
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　最後に取り上げるのが，「1952年度　後期課程履修
方法」である。これは大学事務が取り扱っていた教務
関連公文書に含まれていたため，実際に学生にも配布
されていた可能性が十二分にある。ここでも大きな変
更はなく，必修の選択肢に「教育課程論」が加わって
いるだけである。他の自由選択単位数も12のままとあ
る。このように，学部後期課程に学生が入ってくる段
階では，教職科目の履修基準は非常に条件が緩く設定
されるようになっていることがわかった。

３　学科課程（案）の検討２―外部の
教職課程基準案等の影響―

　第２節でみたように，1948年中に作成されたと思し
き細谷案においては，「教育原理」を４単位と設定さ
れていた。必修か選択かの違いはあるが，「私案」に
おいては後期課程での教育内容として構想されていた
とみえる。他にも学科課程の全体的特徴として，必修
の教職科目数が少なくなかった点を指摘できよう。
　ところが，充実した科目のラインナップは残しつつ

も「原案」では，「教育原理」を前期課程で履修する
設定にしている。この原因は一体どういうところに求
められるだろうか。さらに，「カリキュラム」以後は，「教
育原理」という名称は学科課程からなくなり，他の教
職科目についても自由選択のカテゴリーに多く組み込
まれている。そうした変容は如何にして生じたのであ
ろうか。本節ではこれらの点を検討するため，各史料
を，同年代に文部省等によって作成された教職課程の
基準案と比較し分析する。

３－１　「私案」と「新制大学における教職的教養基
準設定に関する提案」の比較

　ここでは出発点として，1948年３月11日付「新制大
学に於ける教職的教養基準設定に関する提案」14）を「私
案」と比較検討してみよう。上記「提案」は大学基準
協会教員養成基準分科会が採択したものである。教員
養成改革に対し実行性を持ちはしなかったが，高い教
職的教養を教員に求める新しい試みとしては注目に値
する15）。高校教員に対する基準とされているが，中学
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校・小学校教員に関しては「単位の総数及び教育実習
の単位数につき別に考慮するものとする」とされてお
り，教職課程の内容自体が大きく異なるわけではない
ことが示唆されている。
　「提案」によると，教職的課程は以下の４部門に分
かれる，とある。すなわち１．原理的部門（教育原理，
教育史），２．社会的部門（教育社会学，教育行政，
社会教育），３．心理的部門（教育心理学，発達心理学，
教育評価），４．技術的部門（教育方法論，教育指導論，
学校経営論，学科課程論，学校衛生論）である。下線
のある４科目各２単位合計８単位を必修とし，その他
に２部門にわたって８単位，これらに教育実習４単位
を加えた総計20単位を課す設定である。
　対して「私案Ａ」では必修科目を学校教育史，教育
方法論，教育内容論，教育心理学，教育行財政，教育
制度経営論，教育学演習，教育実習としており，教育
原理も選択単位となっていることから，「提案」との
共通性をあまり見出すことができない。
　「私案Ｂ」の必修科目には，教育原論，教育心理学
第一，教育心理学第二，人文科教育方法論，社会科教
育方法論，自然科教育方法論，芸能科教育方法論，職
業科教育方法論，幼少年教育論，青年教育論，特殊教
育論の総計48単位が計画されている。教育原論（原理）
は必修に載せられているものの，全体構成の違いから，

「提案」を強く意識して作成したわけではないことが
うかがえる。これらの点から，1948年夏頃までの細谷
は中央の教員養成改革動向に敏感ではなく，独自の教
員養成構想を抱いていたことが推察できよう。

３－２　「原案」と1948年９月の大学設置委員会諸基
準案の比較

　「原案」の作成年代が1948年末頃とされているので，
それ以前に大学設置委員会が作成した重要な基準案16）

「教員養成を主とする学芸大学基準（案）」（９月17日
採択），「小学校教員養成課程最低基準（案）」（９月付）
と比べてみよう。前者は教員養成大学・学部の実質的
な設置基準とされ，教員養成の目的機関としての性格
を規定していた。後者は学芸大学基準（案）と同時期
に作成されており，中学校版もある。教職科目の構成
が前者とは多少異なることもあり，分析材料に加える。
まず，両基準案における教職科目の一覧を示せば表４
のとおりである。左欄と右欄を対照すれば，「教員養
成を主とする学芸大学基準（案）」がより「原案」と
の類似性が強いとがわかる。この段階では宮城師範の
包摂も視野に入れ，義務教育教員養成のミッションを
果たすための学科課程が組まれていたことがうかがえ

る。「教育原理」については，第２節で前期課程にお
ける履修が構想されていることを確認した。「学芸大
学基準（案）」に示されていない「教育原理」がなぜ
に「原案」にあるのかは定かでないが，これは細谷の「私
案」から引き継いでいる特徴ととらえたほうが自然で
あろう。

表４　大学設置委員会基準（案）の教職科目

３－３　「カリキュラム」と教育職員免許法施行規則
の比較

　教育職員免許法施行規則自体は「細谷文書」内に確
認できないが，教育学部の学科課程に少なからず影響
を与えたと予想される。施行規則では，小学校教諭の
教職専門科目として「教育心理学・童心理学（成長
と発達を含む），教育原理（教育課程，教育方法及び
指導を含む），教育実習について夫々４単位以上」総
計25単位が要求されている。これに対して「カリキュ
ラム」は必修に「教育社会学」「小学校の管理と経営」
を設定し，その他の選択科目12単位を課しているため，
施行規則の内容と合致はしない。この特徴が後継の51
年版・52年版履修方法にも現れていることは第２節で
みた。
　それでは施行規則の要求はどこで満たされているか
というと，それは前期課程の履修基準においてである。
1950年版の『東北大学教養部学生便覧』17）を開くと，
そこには教職専門科目だけでなく，教科専門科目につ
いても施行規則に記された内容と同一の履修規定が
敷かれていたことがわかる。1949～50年度の教育学部
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入学生は，当時の教員急需に応じて国立大学に広く設
置された「二年課程」としての性格も持ち合わせてい
た18）ため，こうした状況を招いたとみえる。
　したがって，施行規則の定める教職科目は前期課程
在籍中に修め終えることになる。つまり，教育学部後
期に進学した者は，そこで履修する教職専門科目が小
学校教諭免許状を得ることにはほとんど影響しないの
である。表１にあるように，1950年11月に入ると，小
学校教員養成課程の履修方法は「教育学部長と（宮城
師範学校から移管した）皇教授が主となって研究する
こと」となっている点は，教員養成課程の履修方法が
現実的な形に変わっていった要因とも考えられる。こ
の段階になると，「教育原理」も含めた教職科目の履
修について，学科課程からその方針はあまりうかがい
知れなくなるのである。
　ともかく，施行規則の影響力は東北大学教育学部前
期の学科課程運用において相当強いものがあったとみ
える。ところが，後期課程においては逆に免許法から
解放された自由度の高い学修を可能としていた。この
ような学科課程を定めたことは学生の自由尊重とも放
任主義ともいえよう。後期課程に学生を送り出す教育
教養部教員の間では，選択科目についての履修指針が
示されていないことが「学生が拠所を失う」19）とい
う点で問題である認識されており（学科課程研究委員
会），少なくとも放任主義を危惧する考えがあったこ
とがわかる。ただし，「各専攻において選択科目の範
囲ならびに選択方法について明確な指針を与えること
が必要である」20）という表明もされていることから，
教員養成教育の内容をある程度固定化する志向が学部
草創期から存在していたともいえよう。

おわりに

　以上，本稿では，東北大学教育学部の創設期におい
て，教員養成課程にどのような学科課程が敷かれよう
としていたのか（また実施していたのか）を，「教育
原理」科目や中央の教員養成改革動向と照らして分析・
検討した。そこから明らかになった点をまとめて，考
察を加えたい。
　1948年中ごろまでは，学科課程の作成権限は細谷が
握っており，彼の独自性が強く出ていた。それは何か
というと，教職科目の種類や単位数を多く設定してい
たことである。「教育原理」は指定の必修科目である
こともあったし，選択必修として課せられることも
あったが，いずれにしても教員養成教育の必須内容と
してラインナップにあがっていた。
　この特徴は，宮城師範学校との合併が現実味を増し

た48年末作成と思しき「原案」史料において変容を見
せる。「教育原理」は前期教養課程での履修科目になり，
後期での履修は想定されなくなる。そうなると，後期
課程における「教育原理」の履修は学生の自主性にま
つことになる。
　第１節で述べたように，前期課程を受け持つ教育教
養部は宮城師範を母体につくられることになるため，
例えば「教育原理」を前期のみで履修することになれ
ば，師範学校教員による教授が行なわれることになる。
これにより，教員養成教育において重要な科目の一つ
が戦前との連続性を強く持つことになり，細谷構想に
あった「師範学校の風潮を一掃して自由な研究と信念
を育成する（注９参照）」ことにはつながりにくい環
境をつくってしまうことが考えられる。
　教育学部学生が履修する教職科目は「教育原理」の
ほかにも多くあるが，1950年以降の学科課程を見る限
り自由選択が多く，当事者からも放任主義であること
が懸念されていた。それは，「教育原理」を含む教育
職員免許法施行規則で要求された最低限度の教職科目
を前期課程で修得し終える構造をもって学部教育が開
始されたことにも一因があろう。
　戦後教員養成の出発においては，学科課程（案）を
当初の構想を大きく転換して実際に合わせていかねば
ならず，「大学における教員養成」の具現化を期待さ
れていた東北大学といえども，教職教育の内容・配置
に関する独自の試みを行なうことには困難が伴ってい
たといえよう。本稿の残された課題として，学生の教
職課程の履修履歴調査や，教職科目の内容，それを担
当する教員の思想などを分析することが挙げられる。
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